４条・５条許可申請書　添付書類

1　事業計画書（事業の必要性、土地選定の理由、土地利用計画、用（給）排水計画、被害防除措置、離農措置、候補地内に道路水路等がある場合の措置等を記載したもの。ただし、申請書又は他の書面、図面等で確認できる場合は、省略可。）
２　法人（農地等について権利を取得しようとする者に限る。）にあっては、次のいずれか
（ア）法人の登記事項証明書
（イ）定款若しくは寄付行為の写し（法人の名称、所在地、代表者の氏名、業務内容等が確認できるものに限る。）
３　申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
４　転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面　　縮尺1／50,000～1／10,000程度
５　公図の写し
申請に係る土地の地番を表示する図面で、法務局備付けのものによる（字限図を含む。）。申請地に関する地目及び隣接する土地の地目も併せて付記し、縮尺、方位、開発区域（朱書き）を明示したもの
６　転用候補地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面
７　当該事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する次のいずれかの書面
(ア)「資金計画」の裏付け資料として、金融機関等の証明書
(イ)その他資力及び信用があることを客観的に判断することができるもの
8　第５条許可申請の場合
所有権移転に係る契約書（売買、贈与等）、または貸借に係る契約書（賃貸借、使用貸借）の写し
９　その他参考となるべき書面

◆申請地に抵当権、仮登記等が設定されている場合
転用事業に支障を及ぼすことがないことを証する書面
◆所有権以外の権原に基づいて申請をする場合
所有者の同意があったことを証する書面、申請に係る農地につき地上権、永小作権、質権又は賃借　権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面
◆当該事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を得ている場合
その旨を証する書面。手続中等の場合は、その見込みを証する書面
◆当該事業に関連する取水、排水につき水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合その旨を証する書面

※住民票、戸籍謄本及び印鑑証明書は、次の場合のみ添付が必要
住民票…申請書の住所と申請土地の登記事項証明書（全部事項証明書）の住所が異なる場合
戸籍謄本…申請土地が相続登記前で所有関係が確認できない場合及び未成年者が土地を処分しようとする場合で法定代理人が代理申請する場合等
印鑑証明書…委任に基づく代理人申請で委任者の委任状へ添付する場合
